
個人情報取扱業務委託契約特記事項 

 

受注者は、個人情報の保護について以下の内容を遵守しなければならない。 

 

 （基本的事項） 

第１条 受注者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の

個人情報の適正な取扱いに関する法令等の規定を遵守し、その適正を確保しなければな

らない。 

 

 （作業従事者等の明確化） 

第２条 受注者は、この特記仕様書に定める事項を履行する責任を負う者（以下「保護責任

者」という。）及び個人情報の取扱いに従事する者（以下「作業従事者」という。）を定め

るとともに、それらの者の氏名、役職を、書面により、あらかじめ発注者に届け出なけれ

ばならない。保護責任者又は作業従事者を変更するときも、同様とする。 

２ 受注者は、保護責任者及び作業従事者以外の者を個人情報の取扱いに従事させてはな

らない。 

３ 作業従事者は、保護責任者の指示に従い、個人情報の保護に関する法律及びこの特記仕

様書に則して適正に委託業務の処理に当たらなければならない。 

 

 （教育研修及び指導監督） 

第３条 受注者は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、作業従事者に対し、個人情報

の保護に関する教育研修を適宜実施するとともに、常に個人情報の保護に関し必要な指

導監督に当たらなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第４条 受注者は、個人情報その他委託業務の処理に伴い知り得た情報を他に漏らしては

ならない。本契約が満了し、又は解除された後も、同様とする。 

２ 受注者は、保護責任者及び作業従事者に対し、秘密の保持に関する誓約書（別紙様式）

を提出させなければならない。 

 

 （取扱区域） 

第５条 受注者は、個人情報を取り扱う区域（以下「取扱区域」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 受注者は、発注者の事務所内に取扱区域を定めたときは、当該取扱区域に出入する者が

保護責任者又は作業従事者であることを識別できるようにするため、それらの者に対し、



それらの者であることを示す証票を交付し、これを携帯させなければならない。 

 

 （収集の制限） 

第６条 受注者は、個人情報を収集するときは、委託業務を処理するために必要な範囲内で、

適正かつ公正な手段によらなければならない。 

 

 （目的外使用等の禁止） 

第７条 受注者は、委託業務を処理する目的の範囲を超えて個人情報を使用し、又は提供し

てはならない。 

 

 （複製の禁止） 

第８条 受注者は、委託業務を処理するために発注者から提供を受けた資料であって個人

情報をその内容に含むもの（以下「提供資料」という。）及び本契約の目的物（委託業務

を処理する過程で作成したものを含む。以下同じ。）を複製してはならない。ただし、発

注者の承諾があるときは、この限りでない。 

 

 （提供資料等の返却又は消去若しくは廃棄） 

第９条 受注者は、委託業務を完了したときは、本契約の目的物の引渡しと併せて、提供資

料を返却するとともに、受注者が使用した機器内に存する個人情報その他の発注者に関

する情報（以下「受注者の機器内の個人情報等」という。）を消去し、又は廃棄しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による消去又は廃棄（以下「情報消去等」という。）をするときは、当該情

報が記録された記録媒体の物理的な破壊その他当該受注者の機器内の個人情報等の復元

を不可能とするために必要な措置を講じなければならない。 

３ 情報消去等をするときは、あらかじめ、情報消去等をする受注者の機器内の個人情報等

の内容、記録媒体及び数量並びに情報消去等の方法及びその予定日を書面により発注者

に通知し、その承諾を得なければならない。 

４ 受注者は、情報消去等に際し、発注者から立会いを求められたときは、これに応じなけ

ればならない。 

５ 受注者は、情報消去等を行ったときは、遅滞なく、情報消去等を行った日時及び担当し

た者並びに消去し、又は廃棄した受注者の機器内の個人情報等の内容を、書面により、発

注者に報告しなければならない。 

 

 （個人情報の適切な管理） 

第10条 受注者は、前各条に定めるもののとおり、個人情報を適切に管理しなければならな

い。 



 

 （発注者の検査等への応諾義務） 

第11条 受注者は、委託業務の処理の状況について、発注者が行う検査の受入れ又は発注者

に対する報告の求めがあったときは、直ちに、これに応じなければならない。 

 

 （再委託） 

第12条 再委託の契約は、この特記仕様書に基づき受注者に課された全ての義務を再委託

先に課するものでなければならない。 

２ 受注者は、再委託先による個人情報の取扱いについて、再委託の契約の内容にかかわら

ず、発注者に対して全ての責任を負わなければならない。 

３ 受注者は、再委託の契約において、再委託先に対する監督及び再委託先における安全管

理の方法その他発注者が指示する事項について、具体的に規定しなければならない。 

４ 受注者は、再委託先に対する監督の状況について、発注者から報告の求めがあったとき

は、直ちに、これに応じなければならない。 

 

 （事故報告義務） 

第 13条 受注者は、個人情報の紛失、破損、改ざん、漏えいその他の事故が発生し、又は

発生するおそれがある場合においては、当該事故の発生に係る受注者の帰責事由の有無

にかかわらず、直ちに、当該事故に係る個人情報の内容、発生場所及び発生状況を書面に

より発注者に報告するとともに、当該事故への対処に係る発注者の指示に従わなければ

ならない。 

 

 （解除事由への該当性の認定） 

第14条 この特記仕様書に違反する受注者の行為は、発注者の解除事由に該当する行為と

みなす。 

 

 （漏えい等が発生した場合の受託者の責任） 

第15条 受注者は、この特記仕様書に違反する受注者の行為によって個人情報の紛失、破損、

改ざん、漏えいその他の事故が発生したときは、当該事故による損害を賠償しなければな

らない。本契約が満了し、又は解除された後も、同様とする。 

 

 

 


